
教教職職調調整整額額見見直直ししにに関関すするる検検討討審審議議経経過過とと全全公公教教のの主主張張
～学校の組織運営の在り方と副校長、教頭の職務について考える～

新学習指導要領への対応などに教育現場の目

が向いている今、教員給与の教職調整額見直し

の動きが進んでいるのをご存知だろうか。この

見直しは、単なる給与制度改革に留まらず、今

後の学校の組織運営の在り方や副校長、教頭の

職務に及ぶ重要な問題の一つとして受け止める

必要がある。

教職調整額制度の成立は、超過勤務が社会的

な問題となった昭和４６年５月に、「国立及び公

立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関

する特別措置法」（給特法）が制定されたこと

による。「教員の職務は自発性・創造性に期待

する面が大きく、一般の公務員と同様な時間管

理を行うことは必ずしも適当ではなく、とりわ

け時間外勤務手当は教員になじまないとの考え

の下、教員の職務と勤務態様の特殊性を踏ま

え、�勤務時間の内外を包括的に評価して一律
の教職調整額（給料月額の４％）を支給するこ

と�時間外勤務手当を支給しないこと�時間外
勤務命令はいわゆる超勤４項目（a．生徒の実

習、b．学校行事、c．職員会議、d．非常災

害、児童生徒の指導に関し緊急の措置を必要と

する場合）に限定する」こととされた。以後こ

の制度は、支給率の見直しなど無く存続してき

た。

平成１７年１０月財務省の財政制度審議会が、

「公立学校の教員の給与は一般公務員行政職よ

り１１％も高い」との指摘に対して、文科省は試

算に認識の違いがあると反論し、公立学校教員

の給与は一般公務員よりも「２．７６％高い」との

結論に落ち着いたものの、教員給与の引き下げ

は、財政改革の議論の一つとなった。その後、

「骨太の方針２００６」（１８．７．７：閣議決定）、「今

後の教員給与の在り方について」（１９．３．２９：中

教審答申）、「骨太の方針２００７」（１９．６．１９：閣議

決定）などでメリハリのある教員給与体系を実

現することが示された。

また、平成１８年実施の「教員勤務実態調査」

で教員間の勤務時間の差が著しく大きいことか

ら、教職調整額の一律支給の見直しが求められ

るようになった。「今後の教員給与の在り方に

ついて」（中教審答申）において、「教職調整額

の制度と実態との乖離が進んできていることか

ら、教員に一律支給されている教職調整額の在

り方について見直しを行う必要がある」とされ

たものの具体的な見直し内容については、「今

後、更に専門的・技術的な検討を行っていくこ

とが必要である」とされた。このため、学識経

験者などによる「学校の組織運営の在り方を踏

まえた教職調整額の見直し等に関する検討会

議」が設けられ、教職調整額の見直し等につい

て専門的・技術的な観点から論議を進めた。検

討会議は、平成２０年５月２９日に第１回会合を開

き、９回の会合を経て、９月８日に「審議のま

とめ」を公表したのである。

「審議のまとめ」では、教職調整額制度に代

わるものとして時間外勤務手当制度を導入する

ことは一つの有効な方策とされた。また、業務

の繁閑の差を踏まえた「変形労働時間制」の導

入や週休日の振替の促進など勤務時間の弾力化

なども加え、今後「中央教育審議会」で検討

し、平成２１年の夏をメドに結論を出すことにな

っている。

次頁以降では、「学校の組織運営の在り方を

踏まえた教職調整額の見直し等に関する検討会

議」の「審議のまとめ」並びに検討会議が平成

２０年６月２６日に行った「関係団体のヒアリン

グ」における全公教の「意見発表」について紹

介する。

なお、「学校運営」１０月号の「ニュースの焦

点『時間外勤務手当制度導入で論点整理』」

（P．３４～３５）も参考にしていただきたい。
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検討会議は、小川正人放送大学教授を座長に
全公教をはじめ関係団体へのヒアリングを含
め、９回の会合を重ねた。「審議のまとめ」
は、「１．今後の学校の在り方・教員の職務の在
り方」「２．教員の勤務時間管理、時間外勤務、
適切な処遇の在り方」「３．教職調整額制度の見
直し」「４．勤務時間の弾力化」から構成されて
いる。以下、１及び２を受けた３の「教職調整
額制度の見直し」の概要を紹介する。
（１）基本的な考え方
教職調整額制度の見直しに当たっては、「学

校の組織的運営の改善に資する制度」であるこ
と。「教員の勤務時間管理を適切に行うことや
時間外勤務の抑制、適切な時間外勤務の評価に
つながるような制度とすることで、教員の勤務
状況が改善」され、「教員の資質向上や優秀な
人材の確保に資するようにすること」や、「子
どもたちにより充実した学校教育の提供が可能
となるようにしていく必要がある」こととして
いる。そのため、「教職調整額制度に代えて時
間外勤務手当制度を導入することは一つの有効
な方策である」とし、導入により、「学校や教
員の業務がいたずらに増大してきた現状を見直
す契機となること」や、「超勤４項目を見直す
ことで組織的、一体的な学校の組織運営に資す
る」という基本的な考えを示している。
（２）教職調整額制度の見直しに係る論点
� 教員の職務の特殊性
「教職調整額制度の創設の際における、教員

の勤務は自発性や創造性に基づくという特殊性
を有するという考え方」は、「一般的な時間外
勤務手当制度は教員になじまない」という意見
がある。これに対して、教員に求められる自発
性や創造性を整理した上で、「教員の自発性や
創造性に基づく勤務とそれに対する給与上の評
価」をどう行うかなど、今後検討を進める必要
があるとした。
� 管理職の負担
「時間外勤務の管理のために、管理職の負担

が増える」という意見がある。これに対して、
「部下職員の勤務時間の管理は管理職として求
められる当然の責任」とし、「校長などが命じ
た勤務の処理に要した時間数を事後的に教員か
ら自己申告させ、それを校長などが確認・承認
するなどの工夫により解決できる」とし、適切
に勤務時間管理を行える体制の構築、そのため
に必要な措置などについて、今後検討を進める

必要があるとしている。
� 部活動指導の取扱い
「部活動指導が時間外に及んだ場合には時間
外勤務手当を支給すると、部活動指導が抑制さ
れ、支障が生じる」などの意見がある。部活動
を「『学校教育の一環』として明示した新学習
指導要領の趣旨」から今後は、「週４０時間労働
制の原則の下で教員の勤務時間内で行われるべ
きものとして位置付けた上で、専門的指導者を
配置するなど必要な条件整備を図る」とし、部
活動の学校教育上、果たしている役割、その在
り方について、今後さらに検討を進める必要を
挙げている。
� 持ち帰り業務の取扱い
「自宅に仕事を持ち帰らざるを得ない教員も
おり、時間外勤務手当制度が導入されるとその
ような教員には不公平感が生じる」などの意見
がある。「教員の健康管理やワーク・ライフ・
バランス」「成績処理などのため児童生徒の個
人情報を学校外に持ち出すことは適切な情報管
理」の観点からも問題がある。今後、学校とし
て必要な業務は、勤務時間内で処理できるよう
にするために、自宅への持ち帰り業務を無くす
方策を検討する必要があるとしている。
� 残業時間の縮減
「時間外勤務手当制度を導入しても、教員の
時間外勤務の実績に見合う時間外勤務手当に係
る予算が確保できず、いわゆるサービス残業が
常態化するだけで、教員の勤務実態は変わらな
い」との意見がある。「一方、時間外勤務手当
制度の導入により、より厳格な勤務時間管理が
行われるようになるとともに、時間外勤務手当
に係る財政支出の抑制のため業務の精選などが
促されるなど、残業時間の縮減が見込まれる」
との意見もある。平成１８年に行われた「教員勤
務実態調査」の結果から、「小学校・中学校の
教諭の勤務日の残業時間が１ヶ月当たり平均約
３４時間となる」など、残業時間が増大している
ことが分かった。学校業務の効率化などと併せ
て、教員の時間外勤務が抑制されるような仕組
みとなるよう、今後検討する必要があるとし
た。
この後の「４．勤務時間の弾力化」では、「１
年単位の変形労働時間制の導入の可否」、「長期
休業期間中を積極的に活用」し、「週休日の振
替が可能」となる方策の検討を挙げている。

学学校校のの組組織織運運営営のの在在りり方方をを踏踏ままええたた教教職職調調整整額額のの
見見直直しし等等にに関関すするる検検討討会会議議のの「「審審議議ののままととめめ」」かからら
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「学校の組織運営の在り方を踏まえた教職調整額の見直し等に関する検討会議」に対して、全国公
立学校教頭会は、副校長・教頭の立場としての意見発表を平成２０年６月２６日に行った。

１ 学校の組織運営について
� 指示系統を明確にする上で、主幹教諭や指
導教諭を置くことは組織図を見る限りは有効に
思えるであろう。しかし、現場から見れば、主
幹教諭は定数外配置でなければ、実質的な主幹
教諭としての職務は滞る。主幹教諭が担任も兼
務していれば勤務時間外に仕事をしなければそ
の職務はこなせない。
� 学校現場でもっとも負担感を感じているの
が、「保護者対応」「生徒指導」である。また、
都道府県、区市町村からの調査も大きな負担と
なっている。中学校においては部活動の指導も
負担感を増す要因になっている。

（全国公立学校教頭会調査より）
委託できる主な業務は以下のものが考えられ

る。
・部活動における対外試合などの引率ボランテ
ィア

・学校弁護士やカウンセラー等の配置による保
護者対応や教育相談

・人材バンクによる学習ボランティア
・会計事務
・図書館業務
教育は様々な場での子どもと教師のふれあい

によって行われている。清掃活動も教育の一環
であり、業者にまかせるようなことはできな
い。

２ 教員の職務とその処遇について
� 勤務時間の管理
事務方と違って、教員は授業に関する業務を

次の日に持ち越せないことが多い。
しかし、長時間学校にいる教員のみが多くの

仕事を行っているのではなく、家庭の都合によ
り自宅に仕事を持ち帰っている教員も多い。
教育現場が多くの女性教員によって支えられ

ているという現実を忘れてはならない。ノート
処理や教材研究等を、家事を行った後に取り組
んでいる実態がある。家庭を持つ女性の働きを
評価するならば学校においての残業だけを評価
し、家庭での取り組みを評価しないシステムは
そぐわない。勤務時間のみによって仕事の成果
を図ることは出来ない。
� 教員の処遇について
頑張る教員の処遇充実を図ることは大いに結

構なことです。「努力や実績に応じた処遇」は
一見もっともだが、能力や実績の評価基準が曖
昧な状態では、現場に不信感を増長させ、教員
のモチベーションを下げかねない。
� 部活動について
指導だけでなく、引率・生徒管理等のボラン

ティアが必要。
勤務時間外の報酬を本俸並みに近づけ、サー

ビス残業を極力少なくする。
� 持ち帰り業務
理想は勤務時間内に終わるように、仕事をす

る時間を保証すること。情報の流出を防ぐ観点
からも持ち帰りは禁止が望ましい。しかし、現
状では持ち帰り業務は絶対に減らない。（女性
教員の例からも）

一例として大まかな学校例を示す。

８：１５～１７：００まで勤務の例
８：１５～１５：５５ 児童生徒指導（授業等）
１６：００～１６：４５ 休憩時間←実質は会議等
１６：４５～１７：００ 教材研究等
※勤務時間内で実質的に仕事ができる時間
は１６：４５～１７：００の１５分間

教員数を増やし、空き時間を増加させる以外
には不可能である。
どうしても持ち帰らないようにするには、残
って仕事をしていく以外にない。

３ 教職調整額の見直しについて
教職調整額制度に代えて、時間外勤務制度を
導入し、残業手当に変わることに対して、
� 教員の時間外勤務は、その職務の特性上、
職員室以外で行われることが多く、長時間にわ
たる時間外勤務が妥当性を持ったものなのかを
管理職が頻繁に確認しにいかなくてはならな
い。副校長・教頭の負担と時間外労働が増加す
るだけ。働いた時間にふさわしい報酬を支払う
のは当然のことである。しかし、長時間学校に
いる教員のみがその恩恵にあずかることができ
るというのは問題である。繰り返すが、仕事を
しながら育児をする女性教員や家庭で年老いた
親の面倒を見なければならない教員も団塊世代
の大量退職や高齢化社会を考えればこれからは
多くなるであろう。
� 家庭での業務が何らかの手当につながる評
価制度が構築されることが必要である。仕事に
見合った報酬をいただくことは当然のことであ
る。
� 学校に居さえすれば支払われるものではな
い。また、何を持って勤務が終了したと認知す
るのか。管理職が認知をすることになれば、副
校長・教頭は全ての職員の時間外勤務が終了す
るまでは帰ることができない。また、その判断
は誰が、どう判断して、公平・公正とするの
か。
� 時間外勤務手当は、何を行うことによって
支払われるのかという基準を明確にすることが
必要不可欠である。
勤務時間外に、学校、家庭、または地域で行
った業務の記録や洗い出しに最低１年はかかる
であろう。その後に基準作りとそれの周知徹底
を考えれば、３～４年は必要である。現在全国
で進められている業績評価一つとってもすぐに
できるものではない。
� 保護者対応、児童生徒指導、地域対応等が
考えられる。

４ その他
年俸制や長期休業中の俸給なし等、現在の日
本と異なるシステムを行っている国もあるが、
教育の質の高さ、教員の質の高さを維持してき
た日本の給与システムはすばらしいものであ
る。その点を充分に理解して新しいシステムを
考えていただきたい。日本の未来に向けての先
行投資であることを。

全全公公教教かかららのの検検討討会会議議へへのの意意見見発発表表
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北海道ブロック北見大会
オホーツクから新しい教育の創造を

北海道ブロック長 梅田 一江

東海・北陸ブロック静岡大会

東海・北陸ブロック長 神戸 昭夫

北海道は、広大な大地の中で、１，８６４名の教

頭が、日々奔走している。その実態にあわせ、

本会は、６ブロックに分かれ、研修を重ね、職

能向上に努めている。

その成果と課題を年に一度、一堂に会し、交

流しあい、研鑽を深めている。

今年は、オホーツクブルーの空の下、北見市

において、９月１９日、２０日の両日に渡り、「第

４２回北海道公立学校教頭会研究大会」が開催さ

れた。

第１１次３ヵ年継続研究の１年目にあたり、サ

ブテーマを「開かれた学校づくりの推進と、た

くましく生きる子どもの育成」として、第１０次

までの成果と課題を受け、さらに充実した研究

とするための第一歩となる重要な大会でした。

一日目は、知床第一ホテル代表取締役会長

上野洋司氏による「旅館におけるマネージメン

ト」と題した記念講演を午前に、午後からと二

日目の午前に分科会を設定した。

分科会は、８分科会、７提言でグループ討議

を取り入れ、第７分科会はシンポジウム形式で

行った。本会では、平成１７年度からグループ討

議を取り入れ、試行錯誤しながら、改善と充実

に努めてきたところである。その成果として、

北見大会では、どの分科会でも熱心な討議が行

われ、大会後の感想にも、参加型の研究会に対

して賛同の声が、多く寄せられた。

また、第７分科会では、「新学習指導要領と

学力向上」をテーマに、教育委員会と現場の校

長先生にシンポジストを依頼し、それぞれの立

場で提言していただき、今日的課題ということ

もあり、よい評価を得ることができた。

各地から、１，０００名に至る参加者が集い、盛

会のうちに終えることができたのも、北見市教

頭会を中心とした第５ブロックの先生方のきめ

細かな計画とフットワーク、チームワークのよ

い運営があってこそのものと感じた。今後も、

６つのブロックがひとつになり、職能向上に努

めたいという思いを新たにさせられた大会だっ

た。

１ 日時 平成２０年１０月１６日・１７日

２ 場所 県コンベンションアーツセンター

「グランシップ」他４会場

３ 講演

（１）講師 県立総合病院副院長 安田 清 氏

（２）演題「東海地震の災害医療

～学校の役割とその可能性～」

４ 分科会

（１）特徴 ６課題７分科会すべてで６人編

成のグループに分けた参加型協

議会を実施。提言の柱に沿って

活発な意見交換を行った。

（２）提言一覧（サブテーマは略）

�特別支援教育推進における現状と教頭
の役割

�学校を活性化するための教育課程の推
進と教頭のかかわり

�幼・保・小・中の連携を生かす教育課
程の推進と教頭の在り方

�特色ある学校づくりの推進
�地域ぐるみの食育の推進と基本的生活
習慣の確立をめざして

�健やかな子どもの発達が保障され、保
護者や地域から信頼される豊かな学校

のあり方

�特色ある学校づくりと学校評価の実際
�魅力ある学校づくりに向け、教頭とし
て教育条件整備にどのように取り組む

か

	学校運営の円滑化と効率化を図るため
に、組織の運営をどのように図ればよ

いか


豊かな学校を目指し、組織力を強化す
るための教頭の役割

�教職員の資質向上を図るための助言・
指導

�教職員の資質の向上と組織の活性化を
目指す学校経営


「強み」を伸ばし、「弱み」を改善す
る学校経営と教頭のあり方

�評価制度を活かした教頭としての支援
のあり方

ブブロロッックク研研究究大大会会をを終終ええてて
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東北ブロック秋田大会

東北ブロック長 三浦 雄一

関東甲信越ブロック埼玉大会

関東甲信越ブロック長 須郷 恵子

第２８回東北地区小中学校教頭会研究大会が秋
田市でこの１０月３０日、３１日の２日間にわたって
東北各県から延べ１０４０人の参加をえて盛大に開
催された。初日は全体会・分科会、２日目は講
演会という日程で実施した。以下に分科会の発
表題と講演会の様子を紹介する。
【１教育課程】
地域の特色を生かした教育課程編成に関わる教頭の役割

（学校の活性化をめざした教育活動の精選と地域の教育課

題に挑戦して）、学力向上を目指した環境づくり、地域や保

護者から信頼される開かれた学校づくり（学校評価システ

ムの見直しと実践を通して）、教育目標具現化のための学校

評価のあり方と教頭の役割

【２子どもの発達】
児童生徒の自己実現を目指す教育の推進に向けての教頭

としての関わり方、キャリア教育の推進と教頭のかかわり

方（キャリア・スタート・ウイークの実践から）

【３教育環境整備】
子どもの読書活動推進のための教頭のあり方（地域との

連携を通して）、地域との連携を通した特色ある学校づくり

と教頭の役割（PDCAサイクルの活用による地域への貢献

をめざして）

【４組織・運営】
教職員のよさを生かし、教育効果を高めるための組織・

運営（教職員の特性や力量を生かす組織・運営のあり方）、

校内組織活性化と教頭のあり方

【５教職員の専門性】
教職員の資質向上を目指して（教職員評価システムへの

取り組みを通して）、教職員の資質向上のための人事評価の

あり方と教頭の役割（教職員の意識調査を通して）

【６教頭の職務】
地域に生きる学校づくりと教頭の役割（「外部評価、情

報の発信、外部人材等の導入、保護者・地域との連携」に

関する調査を通して）、活力ある豊かな学校づくりを進める

ための教頭の役割（教職員の多忙化軽減をめざして）

（２日目：講演会）
水中写真家中村征夫氏による講演会。演題は

「海の力・自然の力・人間の力」
ライフワークの東京湾をはじめ、沖縄の海等

にふれながら、人と海との関係や環境問題につ
いてユーモアを交えながら熱く語ってくれた。
ことさら、ブルーをベースにした水中写真の映
像美は日常性から脱却したリフレッシュ空間を
拡げ好評を博した。

第４９回関東甲信越地区公立学校教頭会研究大
会は、さいたま市を会場に１１月１２日・１３日の２
日間、約２２００名の参加者を迎えて開催した。大
会テーマ「生きる力をはぐくむ豊かな学校をめ
ざして～子どもの人間力の育成と新しい時代の
学校づくり～」のもと、各都県からの代表参加
者が研究実践を持ち寄って協議し合い、互いの
職能を高める研鑽の場とした。
２日間にわたる研究大会の概要を紹介する。
○１日目「全体会」
大宮ソニックシティ大ホールを会場に、埼玉
県の国指定重要無形民俗文化財「秩父屋台囃
子」をオープニングアトラクションに迎え、勇
壮な太鼓の舞台で開幕した。
開会行事後の記念講演では、シドニーオリン
ピック、アテネオリンピックソフトボール日本
代表監督の宇津木妙子氏（埼玉県出身）に「夢
と人生」と題してお話をいただいた。「努力は
裏切らない」「夢が人生をつくる」「一人一人を
生かすのはリーダーの責任」等、監督として、
指導者として活躍してこられた体験に基づいた
貴重なお話を伺うことができた。
○２日目「分科会」
本ブロックでは、研究大会において毎年６課
題について１４の分科会を設けている。本年度
も、昨年度の茨城大会と同じく１４の分科会場全
てで全員参加型のグループ（６～８名程度で構
成）協議を行う時間を設定した。２本の提案に
ついてそれぞれグループ討議を実施したが、初
対面の参加者が徐々に打ち解け積極的な話合い
に進展した。他都県との交流の中で各自の課題
も明確になり解決に向けての協議が盛り上がっ
た。中には、グループ間の間隔がとれず身動き
できない程の会場もあり、十分な広さの会場確
保について今後に課題を残した。
閉会行事は各分科会場ごとに実施し、大会宣
言や次年度開催県の挨拶等で締めくくられた。

ブブロロッックク研研究究大大会会をを終終ええてて
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研究部の活動

研究副部長 亀井 伸治

研究部は、部長１名、副部長１名、部員８

名の計１０名で構成されており、年間８回程度

研究部会を開催して、研究活動を推進してい

る。

１ 主な活動内容

○「研究の手引き」の作成

前年度、「研究の手引き」の全面的な見直し

を行い、今年度から第八期研究がスタートし

た。今年度は、研究領域（内容・視点例）を

中心に、見直しを図っていく。

○全国大会の運営

開催地と連携を図りながら、大会日程、内

容等の立案に参画している。分科会について

は、事前に提言内容の検討及び討議の柱立て

を行い、当日は運営委員として関わってい

る。なお、特別分科会�は、全公教が主管し
て実施している。愛媛大会では、創価大学教

授 関田一彦先生がファシリテーターとな

り、ワークショップ型研修を行った。

○ブロック大会への参加

研究部員１名が、各ブロック大会に参加し

ている。全公教Webページに、各ブロック大

会の参加報告を掲載している。

○全国研究部長会の計画と実施

年２回開催し、全公教研究推進の基本的な

考え方を確認し、全国各教頭会の研究に生か

せるように企画・立案及び当日の運営を行っ

ている。

○中央研修大会の計画と実施

企画・立案及び当日の運営を行っている。

今年度は、２月１２日（木）にメルパルクホー

ルにて、「学校の教育力を高める」をテーマ

に、玉川大学教職大学院教授 小松郁夫先生

の講演及び、文部科学省視学官、企業関係

者、全公教役員によるシンポジウムを開催す

る予定である。

２ 今後の課題

今年度、研究活動検討委員会を立ち上げ、

平成２３年度から始まる第九期の研究活動につ

いて検討を重ねている。第八期の研究の成果

と課題を踏まえつつ、今後の教育の動向を見

据えて、提案をしていきたい。

要請活動の推進
総務部長 余郷 和敏

総務部は部長１名、副部長１名、部員３名

の計５名で構成されています。部会の回数を

減らすために、多くの内容はメールによる情

報交換と協議を行っています。しかし、メー

ルだけでは十分な協議がはかれませんので、

役員会や理事会の後なども活用して年間６回

程度の部会を持ち、要請活動の推進に向けた

取り組みをしています。

新教育基本法の成立、それに伴う教育関連

３法の改正、教育予算の地方移行など様々な

変革が多く、それに対応した要請活動を進め

て行かなくてはなりません。総務として情報

収集に努め、全力で対応していきたいと考え

ています。

１ 主な活動内容

総務部の活動は職能団体である全公教の地

位向上のため要請活動を推進することです。

その根幹をなすものは毎年総会にて決議され

る「文教施策及び予算措置・文教関係立法等

の要請」です。この要請文（案）を作り上げ

るために、各単位教頭会等からの意見を集約

したり、新しく成立した教育関連立法の研修

会等を行っています。

７月には全国要請推進部長会を開催し、総

会で決議された要請文を各単位教頭会毎に国

会議員等への要請活動を行います。また各地

区毎の現状について意見交換をしたり、直近

に制定された教育関連立法等の研修も行いま

す。

１２月には全国要請推進担当者研修会を開催

し、次年度の要請文作成に向けての情報交換

や研修を行います。各単位教頭会の様々な課

題を出し合っていただく中で明らかになって

くる問題点を要請文に盛り込むよう努力して

います。

２ 今後の課題

新学習指導要領が告示され、実施に向けて

様々な取り組みがなされてています。教員の

勤務時間は更に長くなりそうです。全公教と

してしっかりとした要請活動を推進し、副校

長・教頭の地位向上を目指していきたいと思

います。
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写真は、メイン会場（千葉ポートアリーナ）

全国公立学校教頭会全国研究大会

引き継ぎ会
１０月１６日（木）１７日（金） ポートプラザ千葉

平成２０年度

全国事務局担当者会
９月１８日（木）１９日（金） 虎ノ門パストラル

次年度の第５１回千葉大会へ運営などを引き
継ぐ「全国研究大会引き継ぎ会」が、１０月１６
日、１７日に千葉市で開催された。
愛媛大会のまとめを、運営面で隅田愛媛大

会事務局長、研究面では山本研究部長が総括
し報告した。次年度開催県千葉大会の概要に
ついて、運営面では星野千葉大会事務局長
が、研究面では�宮研究部長がこれまでの準
備状況と心意気などを発表した。その後、再
来年度に開催予定の北海道大会代表者からも
挨拶があり、続いて各部会毎の詳細な引き継
ぎ事務が行われた。
翌日は、会場予定地の千葉市内や幕張地区

の会場等を全員で視察した。

第５回役員会
１０月３日（金）、全公教事務局

第６回役員会
１１月７日（金）、全公教事務局

○活動報告（活動経過報告、ブロック活動報
告、専門部、IT委員会、学校運営誌編集委
員会、他）監査報告、全国事務局者担当者
会報告

○主な報告・協議事項
・第１回理事会
・全国研究大会
・第２回全国研究部長会
・全国要請推進担当者研修会
・中央研修大会
・財政対策（問題）
・「旅費支給規程の全面改正」
・結成５０周年記念事業
・「第九期研究活動」（研究活動検討委員
会）

・「副校長・教頭の基本調査」の検討（基本
調査検討委員会）

・２１年度役員・専門部員選出

単位教頭会事務局担当者の意見交換より
１ 役員会と事務局の役割と任務について
「事務局が教頭会の企画・立案すべてを
やっている。」「事務局が一手に引き受けて
しまっている。」との報告・意見が出され
た。
これに対して会長からは、「教頭会・副校長会
は、現職の先生方で組織されている会であ
る。事務局は、その現職の先生方が決めら
れた活動方針、企画・立案にもとづいて発
生する様々な業務を担っている。教頭会・
副校長会の組織と活動が発展するようサポ
ートていただきたい。」とのお願いをした。
このような状況（一部）になった要因に
は、教頭の多忙な現状や役員が一年で交代
する等いろいろなことが考えられるが、教
頭会の組織運営上にとっては大きな課題で
ある。
２ 年度当初の調査を６種類から２種類に減らした
（概ね賛意が示された）

３ 配布物・送付部数調査について
現在の１，３７０箇所、３２，０００部を、７年前まで
のように単位教頭会に一括送付にすれば、
４５０～５００万円程度削減できる。財政対策と
の関連で協議して欲しい。（賛否両論あり）
４ 本部発送文書の精査要望 その他

全公教結成５０周年記念事業
－ 事 業 概 要 が 固 ま る －

１ 目的・意義
�全公教５０年の歴史を知り、この１０年の歩
み（組織と活動）を振り返る。
�政策提言能力を備えた職能団体としての
教頭会とこれからの教育のあり方を展望する。

２ 事業内容
�記念誌の発行 �記念式典 �祝賀会

３ 式典・祝賀会
全国研究大会千葉大会の開会式・教育懇
談会と兼ねて行う。（平成２１年７月２９日）
４ 組織
実行委員会＝役員会
実行委員会の実務部門
総務委員会（米満会長を中心に）
記念式典・祝賀会委員会（小川副会長を
中心に）
記念誌編集委員会（呉宮副会長を中心に）
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中国ブロック長 押村 克彦 四国ブロック長 芝田 眞次

中国ブロックは、島根県、山口県、広島県、
岡山県、鳥取県の５県で構成され、会員数は
２，４８５名である。中国地区の悩みは、児童・生
徒数の減少に伴って学校の統廃合が進み、会員
数も減少していることである。

１ 事業計画
・６月２６、２７日 （米子市）
第１回代表者会、研究部長会、事務担当者会
・９月１５日 （広島市）
臨時代表者会

・１１月２０日 （米子市）
臨時代表者会
研究大会前日打合せ会

・１１月２１日 （米子市）
中国地区公立学校教頭会研究大会

（鳥取大会）
鳥取県公立学校教頭会研究大会

（米子大会）
・２月２６日 （米子市）
第２回代表者会

・２月２７日 （米子市）
中国地区公立学校教頭会引継会

・３月２３日
中国地区公立学校教頭会会計監査

（米子市）

２ 本年度の中国地区研究大会
講演は大阪大学大学院教授の小野田正利先

生による「子どものために手をつなぐ～学校
へのイチャモン（無理難題要求）の裏にある
もの」である。平成１６年度の全国大会開催か
ら引き続き参加型にしているので、鳥取県及
び米子市PTA協議会にも後援をお願いして
いる。鳥取県２１９名総出で、荷物にならない
お土産をしっかり持って帰ってもらえるよう
準備しているところである。

３ その他
今年度、中国地区教頭会会則改正及び来年

度の中国地区研究大会の持ち方等、問題点も
表出したが、今後とも話し合いのもと、中国
５県団結して取り組みたい。

四国ブロックは、香川県、徳島県、高知県、
愛媛県の４県で構成され、本年度の会員数は
１，５５０名である。以下本年度の取組である。

１ 目的
四国地区小中学校教頭会相互の連絡提携と
会員の資質向上をはかり、四国地区教育の振
興と学校運営の合理化につとめる。

２ 活動方針
（１）各県教頭会の情報交換と連絡調整
（２）研究大会の開催
（３）教育振興のための調査広報活動
（４）教頭職の勤務待遇改善
（５）その他本会の目的達成のための事業

３ 事業計画
６月７日…第１・２回理事会、第１回代議員

会、第１・２回研究部長会
７月３１日・８月１日…第５０回全国公立学校教

頭会研究大会愛媛大会並びに第２６
回四国地区小中学校教頭会研究大
会愛媛大会

２月２１日…第３回理事会・研究部長会、第１
回事務担当者会

４ 全国公立学校教頭会研究大会愛媛大会
上記日程にて、愛媛県松山市において開催
した。１日目は代表参加制による全国から約
２，５００名、２日目は開かれた教頭会として地
元松山市PTA約５０名、愛媛県教職員（希望
者）約１５０名を含む計約２，７００名の参加を得て
開催した。２日開催の節約型と研究の質向上
を目指す大会だった。全国研究主題「生きる
力をはぐくむ 豊かな学校をめざして」、愛
媛大会サブテーマ「命かがやかせ夢ひらくた
くましい子どもの育成」により、命と夢の輝
く子どもを育てる研究を深めた。「四国は一
つ」の合言葉のもと、事前の打合せ、要請数
を超える参加、小分科会の司会等、四国ブロ
ックの連携は強力だった。全公教を始め、関
係各位のご支援・ご協力に心より感謝申し上
げたい。愛媛大会から発信した研究が、全国
各地の教育現場で子どもたちの成長につなが
ることを期待したい。

中国ブロックの活動 四国ブロックの活動
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